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第Ⅰ章 総則 

 

１ 目的 

本計画は、新型コロナウイルス感染症の感染者（感染疑いを含む）が法人内で発生した場合

においても、各施設がサービス提供を継続するために実施すべき事項を定めるとともに、平時

から円滑に実行できるよう準備すべき事項を定める。 

  

２ 基本方針 

本計画に関する基本方針を以下のとおりとする。 

 

① 感染拡大

の阻止 

同一敷地内にある施設毎に感染抑制し、拡大を阻止する。 

② 入所者の

安全確保 

入所者は重症化リスクが高く、集団感染が発生した場合、深刻な被害が

生じるおそれがあることに留意して感染拡大防止に努める。 

③ サービス

の継続 

入所者の健康・身体・生命を守る機能を維持する。 

④ 職員の 

安全確保 

職員の生命や生活を維持しつつ、感染拡大防止に努める。 

 

３ 主管部門 

本計画の主管部門は、法人本部とする。 

 

事業所 感染者が出た場合の対応 

地域包括支援センター 休止 

デイサービスセンター 

グループホーム 職員の内感染者・濃厚接触者は自宅待機 

デイサービスセンター・地域包括支援センターから応援 ケアハウス 

 

 

「平時からの備え」、「初動対応」、「感染拡大防止体制の確立」は各事業所の BCPに定める。 

 


